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　周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある老朽化して危険な空き家の取壊し（除却）に対し、

補助金を交付しています。

補助対象範囲や募集期間は市町によって異なりますので、詳しくは各市町担当課にご確認ください。

■空き家利活用サポートチーム登録名簿（令和2年6月末時点）

■補助制度の特徴

■各市町の補助制度の概要

リフォーム（建築）関係

代表者

中讃・西讃地域

（丸亀市、坂出市、

善通寺市、

観音寺市、三豊市、

宇多津町、綾川町、

琴平町、多度津町、

まんのう町）

○○○ ○
0877-

23-1851

特定非営利

活動法人

地方創生伝統

住宅保存対策

協議会

日本の暮らし
チーム

H30空活

第1号

NPO法人

香川県空家

空地管理

センターチーム

特定非営利
活動法人
香川県空家
空地管理
センター

建物解体
不用品
処分

県内全域○○○○ ○ ○
087-

880-5111

H30空活

第2号

かがわの

暮らし

サポートチーム

県内全域○○○○ ○ ○
0877-

62-7020

有限会社

藤井組

H30空活

第3号

はずみ

プロジェクト

チーム

県内全域○○ ○
087-

874-8089
竹内康彦

H30空活

第4号

一般社団法人

空家コミュニティ

チーム

県内全域○○ ○
0877-

59-3505
安部加寿美

H30空活

第5号

NPO法人

空き家活用

研究会

高松チーム

高松市、
三木町、
宇多津町、
綾川町

○○○ ○
087-

887-3666
櫛橋範行

H30空活

第6号

クラウド×

ステップ

チーム

建物解体
遺品整理

県内全域○○○○ ○ ○
0120-

410-100

株式会社

クラウド

Ｒ１空活

第7号

あき家とリノベ

ときどき

リフォーム

チーム

不動産と
施工会社
が検索
可能な
プラット
フォーム

県内全域○○○
087-

833-1361
株式会社tao.

Ｒ１空活

第8号

実家・空き家の

お困り相談

センター

チーム

空き家解体
生前整理
遺品整理

県内全域○ ○○
087-

863-7775

有限会社

丸三住宅

R1空活

第9号

契約

（売買・賃貸

の仲介）、

再生プラン

の作成

相続の手続・

トラブルに

関する相談

空き家の

管理・運営に

関する

業務代行等

の支援

リフォーム

に関する

融資又は

損害保険等

リフォーム
設計

リフォーム
施工

下記の
内容

登録
番号

チーム名 活動
地域名称 電話

不動産関係 法律関係 金融関係 その他

支援業務の内容

住宅が対象

老朽危険空き家

工事の前に申請を

　この補助制度の対象となる建物は「住宅」に限定されています。

そのため、倉庫・店舗等の住宅以外の用途に使用された建築物は

補助の対象外です。

　本事業は、老朽化して倒壊などのおそれのある空き家の除却が

対象です。補助の対象になるかどうか、事前に市町にて不良度の

判定を行います。

　補助金の交付を受ける前に着手した工事は、補助の対象になりま

せん。工事を実施する前に申請を行い、交付決定を受けてください。

６　空き家に関する各種支援制度

老朽危険空き家除却支援事業

老朽危険空き家除却支援事業に関する相談先 各市町担当課 Ｐ２４～２５

「香川県空き家利活用サポートチーム」に関するお問い合せ先

香川県土木部住宅課　住生活企画グループ　TEL：087-832-3583 　　　　

　URL： https://akiya.pref.kagawa.lg.jp/aps/info21.html
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空き家のリフォームに関する相談先 Ｐ26

市町名 補助率 限度額 募集期間

有

有

有

有

有

通年

通年

有

通年

通年

有

通年

通年

通年

通年

通年

50万円

160万円

160万円

160万円

160万円

160万円

160万円

160万円

160万円

160万円

160万円

160万円

160万円

160万円

160万円

160万円

除却工事費の1/3

除却工事費の4/5

除却工事費の4/5

除却工事費の4/5

除却工事費の4/5

除却工事費の4/5

除却工事費の4/5

除却工事費の4/5

除却工事費の4/5

除却工事費の4/5

除却工事費の4/5

除却工事費の4/5

除却工事費の4/5

除却工事費の4/5

除却工事費の4/5

除却工事費の4/5

高松市

丸亀市

坂出市

善通寺市

観音寺市

さぬき市

東かがわ市

三豊市

土庄町

小豆島町

三木町

宇多津町

綾川町

琴平町

多度津町

まんのう町
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　「香川県空き家バンク（かがわ住まいネット）」登録物件の改修工事に対し、補助金を交付します。

また、家財道具の処分についても補助を行う市町もあります。

■補助制度の特徴

■各市町の補助制度の概要

■各市町による空き家対策に関するその他の支援制度

■各市による空き家の相談制度

補助対象者及び補助対象物件は市町によって違いがありますので、

詳しくは各市町担当課でご確認ください。

※一部地域の空き家に対する補助は、補助額が2割加算されます。

補助率 限度額 制度有無 補助率 限度額

高松市 1/2 50万円※

坂出市 1/2 100万円 ○ 1/2 10万円

観音寺市 1/2 100万円 ○ 1/2 10万円

さぬき市 1/2 100万円 ○ 1/2 10万円

東かがわ市 1/2 100万円

三豊市 1/2 100万円

土庄町 1/2 100万円

小豆島町 ○

直島町 1/2 150万円 ○ 1/2 10万円

宇多津町 1/2 100万円 ○ 1/2 10万円

綾川町 1/2 100万円 ○ 1/2 10万円

○ 1/2 10万円琴平町 1/2 100万円

多度津町 1/2 100万円

まんのう町 1/2 100万円 ○ 1/2 10万円

50万円までは全額
超える場合は100万円まで1/2

三木町 1/2 100万円 ○
5万円までは全額。
超える場合は10万円まで1/2

改修補助に含む

市町名
改修 家財道具処分

市町名 事業名 補助内容 補助割合

市の空き家バンクに登録された物件を活用し、市内に

住所を有する個人が新たに開業する事業または市内に

法人を設立し開業する事業に対し、広告宣伝費、印刷

製本費、翻訳料、原稿料、空き家改修費（開業する事業

に関わる改修費のみ）の補助金を交付しています。

対象経費の2/3
（上限50万円）
※空き家を活用しない事業
　の場合は建築物改修費は
　対象外、上限30万円

多度津町

丸亀市
島の空き家を移住者用賃貸住宅又は島暮らし体験
住宅としてリフォームする方を対象に、空き家の改修
費用の一部に補助金を交付しています。

改修費用の9/10
（上限200万円）

丸亀市離島移住促進事業

高松市

空き家バンクに登録されている市内に所在する
売買用の物件の①インスペクション（既存住宅
状況調査）費用②既存住宅売買瑕疵保険の加入
費用の一部を補助しています。

①②それぞれ対象経費の1/2
（上限5万円）

高松市安心あんぜん住宅事業

坂出市

空き家所有者等による適正な管理を促進するとと
もに、市民の生活環境の保全を図るため、市内の
空き家の管理業務を行う業者を登録し、その情報
を所有者等の方へ紹介する制度を実施しています。

―
坂出市空家等管理事業者

登録・紹介制度

三豊市創業支援事業

管理不全の空き家を増やさないために自治会が行
う空家等の見守り活動に対して、交付金を交付して
います。

1自治会　1万円三豊市空家等見守り活動支援事業

空き家所有者の管理を促進するため、市内の空き家
を管理できる業者を登録し、所有者の方へ紹介する
制度を行っています。

―三豊市空家等管理事業者登録制度

空き家物件の利活用と市内への移住・定住促進を図る

ため、三豊市空き家バンク登録物件を借りて市内へ

居住する方へ、住宅の賃借に要する費用の一部を

補助します。

「賃借料（管理費、共益費、駐車場
使用料等を除く。）－住宅手当等」
の1/2（上限月額1万円）
※最大2年間
初期費用合計額（礼金、不動産
仲介手数料）の1/2（上限3万円）
※1回限り

三豊市空き家バンク住宅・家賃等

補助事業

三木町

所有者から空き建築物、これに付随する工作物及び
その土地が町に寄付される場合、町が当該空き家の
除却事業を行い、町民が安全で安心に暮らせる生活
環境の整備を推進しています。

―三木町空き家等除却事業

宇多津町

空き家バンクに登録されている物件を活用し、起業を
行う場合に、①改修工事、②機器、備品等の購入及び
設置工事、③家財道具の処分の費用に対して補助金
を交付しています。

対象経費の1/2
（上限55万円）

宇多津町起業促進・空き家改修等

補助事業

多度津町空き家等を活用した

地域創生事業

町内に所在する空き家及び空き店舗を活用し、移住、
定住又は地域内外における交流を促進する地域創生
事業を行う団体に対し、事業の実施に必要な経費を
補助しています。

対象経費の2/3
（上限100万円）

三豊市

市町名 制度名

高松市 空き家相談員制度

丸亀市 空き家相談会

坂出市 空き家相談窓口

制度内容

高松市内に空き家を所有する人などが、利活用や適正管理に関する情報の提供を受ける

ために、市と協定を結んだ不動産取引業者団体に所属する宅地建物取引士にご相談いた

だける制度です。

丸亀市内に空家をお持ちの方を中心に、「空家を貸したい・借りたい」、「空家を売りたい・

買いたい」方や、「空家を相続して困っている」など、空家の問題についてどこに相談して

よいかわからない方のために、相談会を実施します。

市内に空き家を所有・管理する皆様が抱える問題ついて専門的なアドバイスを受けられる

ように、公益社団法人 香川県宅地建物取引業協会 、香川県司法書士会と連携を図り、相談

窓口を設けています。

空き家バンクに登録

工事の前に申請を

家財道具処分補助

　「香川県空き家バンク（かがわ住まいネット）」に登録されている

又は登録されていた物件が対象です。

※市町により条件が異なりますので、ご注意下さい。

　補助金の交付決定を受ける前に着手した工事は、補助の対象に

なりません。工事を実施する前に申請を行い、交付決定を受けて

ください。

　市町によっては、物件内部の家財道具の処分費用も補助対象と

しています。

空き家改修等補助制度 その他空き家対策に関する支援制度

空き家改修等補助事業に関する相談先 各市町担当課 Ｐ２４～２５
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　「香川県空き家バンク（かがわ住まいネット）」登録物件の改修工事に対し、補助金を交付します。

また、家財道具の処分についても補助を行う市町もあります。

■補助制度の特徴

■各市町の補助制度の概要

■各市町による空き家対策に関するその他の支援制度

■各市による空き家の相談制度

補助対象者及び補助対象物件は市町によって違いがありますので、

詳しくは各市町担当課でご確認ください。

※一部地域の空き家に対する補助は、補助額が2割加算されます。

補助率 限度額 制度有無 補助率 限度額

高松市 1/2 50万円※

坂出市 1/2 100万円 ○ 1/2 10万円

観音寺市 1/2 100万円 ○ 1/2 10万円

さぬき市 1/2 100万円 ○ 1/2 10万円

東かがわ市 1/2 100万円

三豊市 1/2 100万円

土庄町 1/2 100万円

小豆島町 ○

直島町 1/2 150万円 ○ 1/2 10万円

宇多津町 1/2 100万円 ○ 1/2 10万円

綾川町 1/2 100万円 ○ 1/2 10万円

○ 1/2 10万円琴平町 1/2 100万円

多度津町 1/2 100万円

まんのう町 1/2 100万円 ○ 1/2 10万円

50万円までは全額
超える場合は100万円まで1/2

三木町 1/2 100万円 ○
5万円までは全額。
超える場合は10万円まで1/2

改修補助に含む

市町名
改修 家財道具処分

市町名 事業名 補助内容 補助割合

市の空き家バンクに登録された物件を活用し、市内に

住所を有する個人が新たに開業する事業または市内に

法人を設立し開業する事業に対し、広告宣伝費、印刷

製本費、翻訳料、原稿料、空き家改修費（開業する事業

に関わる改修費のみ）の補助金を交付しています。

対象経費の2/3
（上限50万円）
※空き家を活用しない事業
　の場合は建築物改修費は
　対象外、上限30万円

多度津町

丸亀市
島の空き家を移住者用賃貸住宅又は島暮らし体験
住宅としてリフォームする方を対象に、空き家の改修
費用の一部に補助金を交付しています。

改修費用の9/10
（上限200万円）

丸亀市離島移住促進事業

高松市

空き家バンクに登録されている市内に所在する
売買用の物件の①インスペクション（既存住宅
状況調査）費用②既存住宅売買瑕疵保険の加入
費用の一部を補助しています。

①②それぞれ対象経費の1/2
（上限5万円）

高松市安心あんぜん住宅事業

坂出市

空き家所有者等による適正な管理を促進するとと
もに、市民の生活環境の保全を図るため、市内の
空き家の管理業務を行う業者を登録し、その情報
を所有者等の方へ紹介する制度を実施しています。

―
坂出市空家等管理事業者

登録・紹介制度

三豊市創業支援事業

管理不全の空き家を増やさないために自治会が行
う空家等の見守り活動に対して、交付金を交付して
います。

1自治会　1万円三豊市空家等見守り活動支援事業

空き家所有者の管理を促進するため、市内の空き家
を管理できる業者を登録し、所有者の方へ紹介する
制度を行っています。

―三豊市空家等管理事業者登録制度

空き家物件の利活用と市内への移住・定住促進を図る

ため、三豊市空き家バンク登録物件を借りて市内へ

居住する方へ、住宅の賃借に要する費用の一部を

補助します。

「賃借料（管理費、共益費、駐車場
使用料等を除く。）－住宅手当等」
の1/2（上限月額1万円）
※最大2年間
初期費用合計額（礼金、不動産
仲介手数料）の1/2（上限3万円）
※1回限り

三豊市空き家バンク住宅・家賃等

補助事業

三木町

所有者から空き建築物、これに付随する工作物及び
その土地が町に寄付される場合、町が当該空き家の
除却事業を行い、町民が安全で安心に暮らせる生活
環境の整備を推進しています。

―三木町空き家等除却事業

宇多津町

空き家バンクに登録されている物件を活用し、起業を
行う場合に、①改修工事、②機器、備品等の購入及び
設置工事、③家財道具の処分の費用に対して補助金
を交付しています。

対象経費の1/2
（上限55万円）

宇多津町起業促進・空き家改修等

補助事業

多度津町空き家等を活用した

地域創生事業

町内に所在する空き家及び空き店舗を活用し、移住、
定住又は地域内外における交流を促進する地域創生
事業を行う団体に対し、事業の実施に必要な経費を
補助しています。

対象経費の2/3
（上限100万円）

三豊市

市町名 制度名

高松市 空き家相談員制度

丸亀市 空き家相談会

坂出市 空き家相談窓口

制度内容

高松市内に空き家を所有する人などが、利活用や適正管理に関する情報の提供を受ける

ために、市と協定を結んだ不動産取引業者団体に所属する宅地建物取引士にご相談いた

だける制度です。

丸亀市内に空家をお持ちの方を中心に、「空家を貸したい・借りたい」、「空家を売りたい・

買いたい」方や、「空家を相続して困っている」など、空家の問題についてどこに相談して

よいかわからない方のために、相談会を実施します。

市内に空き家を所有・管理する皆様が抱える問題ついて専門的なアドバイスを受けられる

ように、公益社団法人 香川県宅地建物取引業協会 、香川県司法書士会と連携を図り、相談

窓口を設けています。

空き家バンクに登録

工事の前に申請を

家財道具処分補助

　「香川県空き家バンク（かがわ住まいネット）」に登録されている

又は登録されていた物件が対象です。

※市町により条件が異なりますので、ご注意下さい。

　補助金の交付決定を受ける前に着手した工事は、補助の対象に

なりません。工事を実施する前に申請を行い、交付決定を受けて

ください。

　市町によっては、物件内部の家財道具の処分費用も補助対象と

しています。

空き家改修等補助制度 その他空き家対策に関する支援制度

空き家改修等補助事業に関する相談先 各市町担当課 Ｐ２４～２５
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